
1

荒尾市水道事業の包括委託について

令 和 ７ 年 １ 月 ２ ７ 日 （ 月 ）
官民連携推進協議会（熊本）資料
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事例発表者紹介

平成24年4月 ：荒尾市役所入庁
：土木課用地管理係 配属

平成27年4月 ：荒尾市企業局へ出向
：荒尾市企業局 総務課政策企画係 配属

・上水道/下水道の歳入関係(国庫補助/起債)担当
↓
↓

・上水道/下水道の歳入関係(国庫補助/起債)担当
兼、水道包括委託(総務系モニタリング)

↓
・上水道の歳入関係(国庫補助/起債)担当

兼、水道包括委託(総務系モニタリング)
↓
↓

・上水道の歳入関係(国庫補助/起債)担当
兼、水道包括委託(全般、総務系モニタリング)

（平成28年4月包括委託開始～）

（令和３年4月包括委託第2ｽﾃｰｼﾞ開始～）

（令和７年1月現在、次期公募準備中）
（令和８年4月包括委託第３ｽﾃｰｼﾞ(仮) 開始見込）
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・熊本県北西端に位置
・西側は有明海
・北側は福岡県大牟田市
・旧炭鉱都市

荒尾市の地理的環境
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荒尾市水道事業の決算近況

荒尾市の事業概要（令和５年度決算）

４年度（参考）５年度単 位項 目

50,052 49,394 人行 政 区 域 内 人 口

47,98947,370人給 水 人 口

95.995.9％普 及 率

5,422,5815,368,980㎥／年配 水 量

14,85614,669㎥／日一 日 平 均 配 水 量

18,81815,876㎥／日一 日 最 大 配 水 量

4,896,3134,799,613㎥／年有 収 水 量

22,40022,400㎥／日施 設 能 力

Ⅰ
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企業局

1日平均配水量（㎥）水源配水区№
11,543地下水・河川水を混合中央配水区①

1,280地下水桜山配水区②

778地下水八幡台配水区③

529地下水八幡増圧配水区④

221地下水野原配水区⑤

318地下水清里配水区⑥

①
②
③
④
⑤
⑥

配水区概要Ⅰ
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水道施設概要

中央水源地

万田山配水池

Ｐ

Ｐ

平山配水池

屋形山配水池

次亜

桜山水源地 Ｐ

八幡台水源地 Ｐ

八幡増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所 Ｐ

樺増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所 Ｐ

取水井×5箇所 9本

Ｐ

次亜

次亜

ありあけ浄水場

野原水源地 Ｐ

清里水源地 Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

取水井×２箇所 3本

取水井×２箇所 3本

取水井×１箇所 2本

取水井×１箇所 2本

取水井×１箇所 1本

菊地川
表流水

×５池

11,543m3/日

1,280m3/日

778m3/日

529m3/日

221m3/日

318m3/日

7,140m3/日大牟田市へ
18,000m3/日

①中央配水区①中央配水区

②桜山配水区②桜山配水区

③八幡台配水区③八幡台配水区

④八幡増圧配水区④八幡増圧配水区

⑤野原配水区⑤野原配水区

⑥清里配水区⑥清里配水区

取水井:計12箇所 20本

※25mプール（25ｍ×12ｍ×1.2m）が360ｍ3

6

Ⅰ

共同浄水場
(熊本県荒尾市・福岡県大牟田市)
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特殊事情：炭鉱専用水道との一元化1

企業局

市内の北部に市の水道事業と三池炭鉱専用水道の2つの水道が存在(一元化区域)
【問題】料金格差、水源等の問題 → 【あるべき姿】市の水道事業に一元化
【課題】 ①新たな水源の確保

②新たな浄水場の建設

宿舎、社宅などの居住に必要な水を供給自家用水道で、100人を越え、かつ1日最大供給量が20㎥を超えるもの

専用水道とは？

一元化区域

Ⅱ
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特殊事情：炭鉱専用水道との一元化2

水利権取得（平成20年7月）
・荒尾市 ：8,000㎥/日
・大牟田市 ：10,000㎥/日

菊池川

至竜門ダム

Ⅱ
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特殊事情：炭鉱専用水道との一元化3

≪ありあけ浄水場の特徴≫ 施設能力：26,100㎥/日

①共同浄水場とすることで建設、維持管理費のコストを低減

②民間のノウハウを生かすためDBO方式（公共が資金を調達し、設計・建設・維持管理（15年間）

を一括で民間委託）を採用

③セラミック膜ろ過方式の採用

・導水の位置エネルギーを最大限活用し、ほとんど動力を必要としない処理を実現

・セラミック膜は15年間交換が不要

・従来の砂ろ過方式と比較し、省スペース

セラミック膜

ありあけ浄水場

膜ろ過ユニット

Ⅱ
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給水人口等推移

57,151 
56,860 56,638 56,536 56,645 56,456 

55,984 
55,717 
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54,091 
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53,098 
52,525 

46,678 
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60,000

行政区域内人口（人）

給水人口（人）

水道普及率（％）

一元化により、増加しているが
全体的には減少傾向である

（人） （％）

一元化により増加

Ⅱ 特殊事情：炭鉱専用水道との一元化4
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包括委託導入の経緯

団塊の世代職員の退職、市長部局との人事ローテーションにより、
技術系職員の確保が困難化

昭和３２年の給水開始以降、職員による直営業務（工事については民間発注）
を実施

水道法の改正等によりサービス水準の向上が求められてきたことにより、個別
委託による業務発注が徐々に拡大

PFI法に準拠したDBO方式の採用により『ありあけ浄水場』を建設
※第三者委託導入により更なる民間委託範囲の拡大

職員による委託業務監督の限界、PFI法の改正により民間提案を受けられる
こと等の要因によりこれまでの委託を見直し「官民連携拡大の可能性へ向けた
検討」を開始

Ⅲ
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官民連携手法（業務範囲の検討）Ⅲ
※H26年資料より一部改変
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包括委託業務範囲（水色・青色部分）Ⅲ

荒尾市 経営権の維持

民間に包括
委託

公共性を担保しつつ最大限に民間を活用できるモデル

調
査
企
画

長
期
計
画

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

経営・計画

総
務
関
連

人
事
関
連

財
務
関
連

管理
危
機
管
理

管理支援

・総務、財務関連業務の補助
・技術継承支援
・見学対応

経営・計画支援

・アセットマネジメント
・施設再構築計画策定
・各種業務補助

営業統括

窓
口
検
針
料
金
徴
収

滞
納
整
理

建設工事
設
計
施
設
管
路

設計建設統括

監
視
・
巡
回

水
質
検
査

宿
直
日
常
保
全

修
繕
漏
水
調
査

管
路
事
故
対
応

薬
品
消
耗
品

光
熱
水

通
信

運転管理 施設保全管理 ﾕｰﾃｨﾘﾃｨ管理

維持管理統括 危
機
管
理
対
応

公
共
に
残
す
業
務

民
間
に
委
託
を
求
め
る
業
務

水道の管理に関する技術上の業務に対し
第三者委託を設定（水道法第24条の3）

下水道使用料金も
合わせて収入

給
排
水
設
備
事
務

排水設備事務も合わ
せて受託
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中央水源地

万田山配水池

Ｐ

Ｐ

平山配水池

屋形山配水池

次亜

桜山水源地 Ｐ

八幡台水源地 Ｐ

八幡増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所 Ｐ

樺増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ所 Ｐ

取水井×5箇所 9本

Ｐ

次亜

次亜

ありあけ浄水場

野原水源地 Ｐ

清里水源地 Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

取水井×２箇所 3本

取水井×２箇所 3本

取水井×１箇所 2本

取水井×１箇所 2本

取水井×１箇所 1本

菊地川
表流水

×５池

11,543m3/日

1,280m3/日

778m3/日

529m3/日

221m3/日

318m3/日

7,140m3/日大牟田市へ
18,000m3/日

①中央配水区①中央配水区

②桜山配水区②桜山配水区

③八幡台配水区③八幡台配水区

④八幡増圧配水区④八幡増圧配水区

⑤野原配水区⑤野原配水区

⑥清里配水区⑥清里配水区

取水井:計12箇所 20本

※25mプール（25ｍ×12ｍ×1.2m）が360ｍ3

14

Ⅲ 包括委託業務範囲（水色・青色部分）

市
（原水リスク）

DBO
(共同浄水場)
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包括委託導入の経過

▼H23.6月

　PFI法改正

 

～H23年度
（2011）

あ
り
あ
け
浄
水
場
供
用
開
始

官
民
連
携
手
法
の
検
討
に
関
す
る
協
定
書

▼下水道事業との組織統合により
　　『企業局』を設立

 
 
 
 
事
業
開
始

H27年度
（2015）

H26年度
（2014）

H25年度
（2013）

H24年度
（2012）

H28年度
（2016）

水道事業が抱える課

題を解決し、持続可

能な水道事業を目指

すため、そのひとつ

の手法である『官民

連携』について可能

性を水道局（当時）、

及び民間事業者で協

議

■協定書締結以降、

双方より検討メン

バーを選定し、荒尾

市水道事業の現状を

洗い出し、今後の方

向性を整理

■民間事業者より荒

尾市へ「公民連携に

関する提案書」を提

出

■「提案書」を基に荒

尾市内部のコンセンサ

スを図り、事業実施時

期等について、関係機

関(国・県等)と協議

■アドバイザリーコン

サルタントによる支援

を受け詳細検討業務を

実施し、事業者選定委

員会を設置

■実施方針の公表

【 H27.３月】

公募型プロポーザル方式

により事業者を選定

３グループによる提案が

行われ、メタウォーター

㈱を代表企業とするグ

ループを選定事業者と決

定

【H21～H23】

PFI法に準拠した

DBOによる事業と

して共同浄水場

（ありあけ浄水

場）を建設

※福岡県大牟田市

との共同事業

Ⅲ

・H25年度まではPFI法に準拠したフロー、H26年度以降はPFI法手続きを参考とした包括委託へ移行
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事業スキーム

最優秀提案グループ（選定事業者）

※SPC(特別目的会社)
あらおウォーターサービス（株）

荒尾市企業局

危機管理対応業務

業務委託契約

維持管理業務

設計建設業務

営業業務

管理支援業務

経営計画支援業務

出資企業
メタウォーター（株）他４社

協力企業
市内企業を中心に14社

基本契約

出資

Ａ社

市内管工事企業メタウォーター（株）

Ｂ社 地元業者の活用など

Ⅲ

※民間事業者の倒産リスクが直接的に業務に影響しないことを重要視し、SPCを組成して実施する方法を採用
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事業開始までのスケジュールⅢ

・公募要領
・業務要求水準書
・事業者選定基準
・業務提案書作成要領
・基本契約書(案)
・業務委託契約書(案)

・実施方針
・業務要求水準書(案)
・事業者選定基準(案)

・参考資料
(説明会時手渡し)
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参考資料の例Ⅲ
・水量実績(過去3ヶ年の取水、導水、

送水、配水量の実績)
・使用電力等の実績
・薬品注入実績
・決算書(過去3ヶ年)
・人員配置実績、職務分掌
・人員配置案、職務分掌
・個別業務委託実績
・市と事業者の費用負担一覧表
・対象施設一覧
・水道施設フロー
・機械電気設備一覧
・中長期計画(案)策定業務仕様書
・既存の認可申請書（写し）
・貸与品一覧
・水道施設台帳資料
・庁舎清掃業務仕様書
・窓口業務_業務件数実績値
・管路更新工事参考図面及び金抜設計書
・機械電気設備更新工事参考図面及び

特記仕様書

・劣化、耐震診断業務（特記仕様書）
・給水装置関連業務資料
・排水設備ハンドブック
・施設運転監視制御業務仕様書
・水質検査業務仕様書
・本年度水質検査計画
・水質試験結果(過去3ヶ年)
・巻末残留塩素測定契約書
・調達品管理業務3ヶ年実績
・自家用電気工作物保守管理業務仕様書
・配水池、浄水池、圧力タンクなどの清

掃補修一覧
・次亜設備保守点検仕様書
・漏水工事件数及び内容実績
・修繕工事計画
・計画外修繕(過去3か年)
・前年度漏水調査業務設計書
・漏水調査依頼件数及び調査結果報告
・量水器取替予定数
・除草業務対象面積
・井戸浚渫仕様書
・簡易専用水道件数
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Ⅲ 第2ステージでの主な変更点など

＜主要な変更点＞
・要求水準書の見直し【定量的記述の追加】

（年間平均復旧時間、四半期内受託者帰責苦情件数、顧客満足度、
四半期内計画外断水回数、災害時参集時間など）

・アセットマネジメントに基づき、管路健全度維持のため管路更新ペースを見直し
（管路更新工事を約150[百万円/年]から約300 [百万円/年]へ変更）

・アセットマネジメントに基づき、機械電気設備等水道施設の本格的な更新に着手

＜水道法改正等に伴う主な変更点＞
・管路の点検業務を追加
・水道施設台帳の管理業務を追加
・給水装置関連業務において、本市指定給水装置工事事業者の更新業務を追加
・排水設備に関する業務において、本市排水設備指定工事店の更新業務を追加

＜変更というより、当該期間中に発生する業務が異なる部分＞
・中長期計画の『策定』を『更新』へ変更
・業務フロー/マニュアルの『策定』を『更新』へ変更
・要求水準書中において、屋形山配水池更新工事（DB）、それ以外の更新工事と

別途規定
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参考資料の例（第2ｽﾃｰｼﾞ）Ⅲ

・水量実績(過去3ヶ年の取水、導水、
送水、配水量の実績)

・使用電力等の実績
・薬品注入実績
・決算書(過去3ヶ年)
・市と事業者の費用負担一覧表
・既存の認可申請書（写し）
・貸与品一覧
・保守点検業務フロー
・保守点検マニュアル
・施設診断評価結果
・施設再構築計画
・水道施設台帳資料
・庁舎清掃業務仕様書
・立入検査等の実績
・窓口業務_業務件数実績値
・管路更新工事（モデル設計書）資料
・荒尾市配管設計基準
・次年度予定管路管路工事位置図
・機械電気設備更新範囲説明資料
・機械電気設備平面図(更新箇所)

・本年度水質検査計画
・水質試験結果(過去3ヶ年)
・自家用電気工作物保守管理業務仕様書
・配水池、浄水池、圧力タンクなどの清

掃補修一覧
・次亜設備保守点検仕様書
・漏水工事件数及び内容実績
・計画外修繕(過去3か年)
・漏水調査依頼件数及び調査結果報告
・量水器取替予定数
・地盤沈下調査水準測量調査実績
・除草業務対象面積
・簡易専用水道件数
・専用水道件数
・給水装置関連業務資料
・排水設備ハンドブック
・発電機設置予定箇所、期間(案)
・井戸浚渫仕様書
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令和7年度1月に策定した「上下水道耐震化計画」に定めた管路の更新を
包括内に盛り込む見込（仮）

Ⅲ 次期(第3ステージ)に向けて

など

「荒尾市上下水道事業におけるウォーターPPP等官民連携方式検討支援業務
委託」にて現在、次期(第3ステージ)事業の検討を実施中
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おわりに

ここまで、「荒尾市水道事業包括委託の導入まで」を主に本市事例を紹介

技術系職員が減少する中、必要な更新工事に着手できている

包括委託を導入したことで・・・

民間の豊富な人材、技術に刺激を受けている

官だけだと、先延ばしにしがちな部分においても検討が始まっている

個別委託を束ねて、包括委託契約するにあたり、それなりに作業は必要

設計・建設業務を含めるにあたり、公平性・透明性を担保するのに苦労した

Ⅲ
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